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緊急事態宣言の再発令を受けての弊社対応について 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、1月 7日及び 13日に日本政府より再発令さ

れた「緊急事態宣言」を受けて、弊社として社員やその家族、お客様、地域の方々の健

康被害を最小限に抑えることを最優先とし、感染の流行を早期に終息させるための措置

として、下記のとおり感染予防対策を実施いたします。 

 勤務形態や事業活動の制限からお客様にはご不便をお掛けすることもあり、誠に恐縮

ではございますが、ご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

■弊社社員の勤務について 

 ●出張の制限 

  緊急事態宣言発令期間中の対象地域への出張は原則控えさせていただきます。 

  緊急事態宣言発令期間中の対象地域以外への出張も原則控えさせていただきます。 

 

 ●営業活動の制限 

  お客様への訪問は原則として控えさせていただきます。 

電話やメール等でのリモート対応とさせていただきます。 

 

■その他の対応について 

 ●構内への入場制限及び入場条件 

  緊急事態宣言対象地域からの入場はご遠慮いただけますようお願いします。 

  業者の方が入場される場合は、事前の体温測定及び入場時の手指の消毒、マスクの 

  着用をお願いします。（※37.0℃以上の発熱の症状がある方は入場出来ません。） 

 

 ●個人の感染予防の徹底 

  手洗い・うがい・マスク着用・咳エチケットのほか、アルコール消毒液での消毒 

  を徹底し、不要不急の外出は自粛するよう指導しています。 

  また、毎日の体温測定を実施し、37.0℃以上の発熱の症状がある場合は自宅待機と 

  しております。 

 


